
様式第１ 号（第６ 条東征）

南あわじ市長　様

（表）

申請者住所

申請者（代表者氈‰）

事業所所在尨

事業所佑

連絡先

年　　　犬ｊ 日

社七改修事業補助を交付申請書

社宅改修事業補釣台の交付を願いた く、 南あわじ市社宅改修事業補釣台交付要綱第６ 粂の規定

によ り関係書類を添えて次のと おり 申請 します。

業　種

社宅

住　所

所有者

事業者

住所

代表者

施工

業者

住　所

一

丁

名　称 連絡先

事業費

改修に要する

経費 （え積金額）
円

補助竍象

経費
Ｒ

補助申請額 Ｐヨ

事業実施

予定期間
年　　Ｊ］　　 日　 ～　　　 年　　Ｊ１　　日

添付書類

口法大のを記事項証隰書（申請者が法人又はサブリース業者の場合に限る。 ただし、 サブリー

ス業者の場合は、 事業者のを記事項証鴉書も必要 とす る。）

□個人事業の鶚業届芭害の写し （申請者が個人事業圭の場合にｍる。）

□往七の売買契加害又は賃貸借契め害の写し

□往芫のを記事項尨扇書

口対象経費のえ積害の写し （え積も り金額の内獸害を含払）

口社宅のイ立置：図‾ｋび平ぼ図（燉曁工事図面）

□往七改修工事着手前の写真

口社宅圉ぼ工事水洗害 （事絮匹が社宅の所割者でない場合にｍる。 様式第２ 号）

ロサブリ ース業者の場合は、サブリ ース業者であ るこ とが確認でき る書類

口上記に掲げるも ののほか、市長が必要 と認める書類等



（裏）

誓約 事項

社宅改修事業補助金交付申 請をする に燕たり 、い、下 の項 目に つい て、

誓約 いた しま す。

□市 「大」で ３年 鈔、上社 宅と して 使用 しま す。

□申請す る社宅は、従業員 の住居を 目的 とし たも のです。

□従業員 にあ って は、 住宍粟を 社宅 へ異動し ます。

口申 請す る社宅は 、事業者所有又はぢき 家所有者 との賃貸借契おした

もの に相 違あ りま せん。

□過 宍に 燕該 補助 金の 交付 を受 けた こと はあ りま せん。

□肖 該補助金 の対象と なる 部分 の経費に 対し 、ｍ ・兵 庫県 ・市 の他

の補 助金 を受 けて いま せん。

□市税等の滞納は なく 、今後も 滞納 しま せん。

□南 あわ じ市暴力 回排 除条例第 ２条 に規 定す る暴 力団 、暴力回員

又は 暴力 団密 接殞 係者 では あり ませ ん。

□二 の誓約が 虚偽 であ り、 スは 、こ の誓約を 遵守 しな い二 とが あっ

た場 合、 肖該 補助 金の 交付 決定 が取 り消 され 、補 助金 の返 還を命

じら れて も異 議を 申し 立て ませ ん。

□建 築基 準法 （貿、和 ２５ 年法 律第 ２０ １号 ）そ の他 関係 する 法令に

違反 しま せん。

□賃貸往 胞の 管ミ業務 等の 適ｊミ化 に関 する 法律 ［令 れ］ ２年 法律 第６

０号）そ の他 の関係法令を遵守 します

夙意 事項

口交付申 請に 肖た り、 関係 部署 に照 会す るこ とに 鴇意 しま す。

※市役所記入欄

巾　 基本 補助金
（　　　　　　　　 Ｒ） ÷３

（１ ，０ ００ トＩＪ未 満切 捨て）
円

（２）加 算補 助金
□無 ・□ 有（　　 ‾い Ｘ１ ０万 円）

※加 算対 象と なる ‾Ｆ数
円

補助 金総 額＝Ａ

（１ ）十 （２）

　

Ｆ９

上限額＝Ｂ

支払 予定額

（　　　　　　　 Ｆ９ ）÷３

（１ ，０ ００ 円未 満切 捨て）

Ｐヨ

補助 金交 付決 定額

（Ａ Ｂを Ｊニヒ較 して

少な いほ うの 額）

Ｐヨ


